
平成２０年１２月２日

特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令について

「特定家庭用機器再商品化法施行令の一部を改正する政令」が、平成２０年

１２月２日に閣議決定されました。

本政令は、特定家庭用機器廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を一層

推進するため、液晶式及びプラズマ式テレビジョン受信機並びに衣類乾燥機を

特定家庭用機器に加えるとともに、再商品化等の基準を引き上げる等の措置を

講ずるものです。

１．改正の趣旨

本政令は、特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）附則第３条

にある施行後５年を経過した場合における検討の規定に基づき、家電リサ

イクル制度の評価・検討を行った審議会の報告書を踏まえ、特定家庭用機

器廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を一層推進するため、特定家

庭用機器再商品化法施行令（平成１０年政令第３７８号。以下「令」とい

う。）について所要の改正を行うものです。

２．改正の内容

（１）特定家庭用機器の追加（令第１条関連）

特定家庭用機器に以下のものが追加されます。

・ 液晶式テレビジョン受信機（電源として一次電池又は蓄電池を使用

しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したも

のを除く。）、プラズマ式テレビジョン受信機

・ 衣類乾燥機

（２）電気洗濯機からの特定物質等の回収・破壊等義務の追加（令第２条関

連）

生活環境の保全に資する事項であって、当該再商品化等の実施と一体

的に行うことが特に必要かつ適切であるものとして政令で定める事項に、

電気洗濯機のうち、冷媒として特定物質等を使用するものからの特定物

質等の回収・破壊等に関する規定が追加されます。

（３）再商品化等基準の見直し等（令第３条関連）

再商品化等の基準について、以下のように変更・新設を行います。



エアコンディショナー：１００分の７０（現行：１００分の６０）

液晶式・プラズマ式テレビジョン受信機：１００分の５０（新設）

電気冷蔵庫・電気冷凍庫：１００分の６０（現行：１００分の５０）

電気洗濯機・衣類乾燥機：１００分の６５（現行：１００分の５０）

（衣類乾燥機については新設）

３．今後の予定

公 布 平成２０年１２月５日

施 行 平成２１年 ４月１日
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